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5. 整備・運営管理手法の選定 

5.1.事業手法の選定 

「4.処理区域の設定」で設定した処理区域について、どの汚水処理施設整備事業を

適用するかを検討し、整備・運営管理手法を設定する。 

今回の検討結果より、本誌の事業種別は以下の２事業となる。 

 

① 公共下水道（流域関連） 

② 浄化槽 

 

表 5.1.1及び表 5.1.2に、各事業概要を示す（千葉県マニュアルより）。 
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表 5.1.1 汚水処理施設の比較（事業概要）1/2 

 

引用：全県域汚水適正処理構想見直し市町村マニュアル 令和４年３月 千葉県 
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表 5.1.2 汚水処理施設の比較（事業概要）2/2 

 

引用：全県域汚水適正処理構想見直し市町村マニュアル 令和４年３月 千葉県 
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5.2.事業間連携の検討 

効率的な汚水処理施設の整備・管理にあたっては、各施設の整備進捗や維持管理状

況等を踏まえ、汚水処理施設の事業間連携を検討する必要がある。 

本市では既に、公共下水道区域内の汚水は流域下水道で処理されておりし尿及び浄

化槽汚泥の処理については印旛沼衛生管理組合で行われている。 

 

表 5.2.1 事業間連携に関する方策 

 

引用：全県域汚水適正処理構想見直し市町村マニュアル 令和４年３月 千葉県 

【検討調書は、別冊「検討調書」の様式-9 に示す。】 


